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日常生活に必要な物品の販売店舗等の用に供する開発行為 

 
法３４条第１号 

 

◎ 立地基準編第２章第１節［審査基準 ２］（P13～P17） 

 
法第３４条第１号に規定する店舗等の取扱いについては次のとおりであるが、このうち令第２２

条第６号に該当するものは開発許可を要さないので留意すること。（参照；適用除外編第３章第１

１節［審査基準２］要件６ P39～P41） 
  
１  要件１及び留意事項アについて 

（１）「業種」については、取扱品目及び当該店舗等の名称で判断する。 
      なお、当該店舗等の取扱品目が立地基準編 P17 の（別表）各号の複数に該当する場合は、取

扱品目相互の商品陳列面積等を比較して主たる部分で業種を判断することとする。 

（２）立地基準編 P17（別表）中の「（２７）その他社会経済情勢の変化等により日常生活に必要
であると認められるもの」は、当該地域に立地する必要性があると認められる同表中右欄「参
考（業種の分類）」に掲げる日本標準産業分類の小分類が同じ業種も該当する。ただし、7721

配達飲食サービス業の中の「宅配ピザ屋」、5899 他に分類されない飲食料品小売業の中の「夕
食材料宅配業」、9012 建設・鉱山機械整備業、7813 リネンサプライ業、8359 その他の療術業
などは該当しない。 

  
 ＜留意事項＞                                                   

業種は主たる部分で判断するが、主たる部分以外においても法第３４条第１号にいう日常生活

のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物
であること。 

  

２  要件２（１）アについて 
  （１）「地形地物により分断されている場合」とは、対象住戸の居住者が対象区域（申請地から

半径５００メートル以内の区域）を直接通行して申請地（当該店舗等）に到達できない場合

をいう。（図１、２参照） 
 

（図１、図２）（省略） 

 
 （２）（ア）及び（イ）の住戸数について、県南部・東部地域において、ふるさとの保全と活用

の方針に位置づけられ、日常の生活に必要で、地域振興に資すると当該市町村長が認めるも

のである場合、これによらないことができることとする。 
 
 （３）（ア）及び（イ）の「おおむね」とは、必要とされる住戸数の９割以上を有することをい

う。 
    ただし、（イ）については、申請地が山間地域である等、申請地の地理的条件及び対象区

域周辺の住居の状況等を勘案して、これにより難い相当の合理的理由が存すると認められる
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場合、これによらないことができることとする。なお、この場合であっても対象区域の市街

化調整区域に１００程度の住戸が存すること。 
 
 ＜留意事項＞ 

ア 一棟の共同住宅又は長屋建て住宅は、一の建築物の敷地であるが、住戸数の算定に当たっては
複数の戸数として算定する。 

イ 県南部・東部地域とは、五條市、御所市、宇陀市、高取町、明日香村、吉野町、大淀町及び下

市町をいう。 
ウ ふるさとの保全と活用の方針とは、県との協議を経て市町村が策定し公表されたものをいう。 
エ 「ふるさとの保全と活用の方針に位置づけられ、日常の生活に必要で、地域振興に資すると当

該市町村長が認めるもの」であるかについては市町村長の意見書により確認する。 
なお、当該意見書は、県都市計画部局との協議を了した旨を併記したものであること。 

  

３  要件２（１）イただし書の「申請地と市街化区域が地形地物により分断されている場合」と
は、市街化区域の居住者が対象区域を直接通行して申請地に到達できないことをいう。（図３参
照） 

 
（図３）（省略） 

 

４  要件２（１）の確認のため、申請地の位置、周辺の用途地域、対象区域内の住戸数の状況を、
１／２５００程度の縮尺の都市計画図等に表示すること。 

    ただし、住戸数の状況を住宅地図により確認できる場合には、住宅地図に当該内容を表示する

ことにより、都市計画図等にかえることができる。 
 
５ 要件２（２）の確認のため、申請地の位置、周辺の用途地域並びに管轄区域（当該店舗等が管

轄する区域）の状況及び住戸数の状況を、１／２５００程度の縮尺の都市計画図等に表示するこ
と。 

    ただし、住戸数等の状況を住宅地図により確認できる場合には、住宅地図に当該内容を表示す

ることにより都市計画図にかえることができる。 
 
  ＜留意事項＞  

    要件２（２）に該当する業種にあっては、市街化区域からの距離は問わない。 
  
６ 立地基準編 P17 の（別表）第２３号（地区集会所等）については、次の各号のすべてに該当す

ること。 
（１）地区集会所、集落青年館、公民館（社会教育法にいう公民館を除く。）、農林漁業生活改善施

設等準公益的な施設であること。 

（２）申請者は、市町村長、自治会長、区長等であり、町内会、自治会等の自治組織において適正
な管理運営が行われるものであること。 

      なお、申請者が市町村長でない場合は、市町村が補助金等の助成を行う等当該施設建設を推

進していること。 
（３）申請地は、管轄区域（自治会等の区域）内にあること。 
（４）管轄区域の住戸数の過半が市街化調整区域に存すること。 
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  ＜留意事項＞ 

  ア 地区集会所等は、原則として当該管轄区域に一施設とする。 
  イ 当該自治会等の地区集会所等として、規模、設計、配置及び内容等が適切であり、レジャー

的な施設等他の目的の建築物と併用されるものでないこと。 

 
７  要件４（１）の「当該業務を行い得ることが証されるもの」とは、原則として次の各号のいず
れかを書類等で確認できることとする。（本編 P14 別表参照） 

  （１）申請者は、当該店舗等の業種を営業するための実績又は見込み（経営、勤務、研修又は資
格等）を有していること。 

        なお、当該店舗等を営業するために個別法による資格・免許等を要する場合は、申請者又

は予定従業員（家族を含む。）が資格等を有していること。 
        ただし、予定従業員の資格等により営業を行う場合には、その資格等を有している者が当

該店舗等の従業員となることが確認できること。 

  （２）当該店舗等を開業するために個別法による許可等を要する場合は、申請者が当該許可等を
取得していること又は取得する見込みがあること。 

  （３）いわゆるフランチャイズ契約又は販売代理店契約等により当該店舗等を営業する場合は、

原則として当該契約又は仮契約が締結されていること。 
 
８  要件４（２）の「管理上必要と認められる部分」とは、当該店舗等の事務室、休憩室、倉庫及

び便所等をいい、住宅又は従業員の寮は該当しない。 
 
９ 要件５、要件６又は要件７に掲げる施設の立地に当たっては、必要に応じて交通安全面につい

て警察署等と協議を行った結果を確認することとする。 
 
１０ 要件５（２）、要件６（４）及び要件７（３）の「周辺の市街化調整区域」とは、当該開発

区域と同一市町村内（当該開発区域が市町村界に近い場合にあっては、隣接市町村も含む。）で
あって、かつ、当該開発区域と同一の生活圏を構成していると考えられるものをいう。 

 

１１ 要件６（２）の「これらと同等と認められる施設」とは、次の各号のいずれかに該当するこ
と。 

  （１）通所系の施設 

  （２）入所定員が原則として２９人以下である入所系の施設 
 
１２  要件６（５）の「当該業務を行い得ることが証されるもの」とは、申請者が、当該社会福祉

施設を運営するための実績又は見込み（資格等）を有していることを書類等で確認できることと
する。 

 

１３  要件７（５）の「当該業務を行い得ることが証されるもの」とは、申請者が、医師の免許を
有していること（法人等の場合は、その役員等に医師の免許を有する者がいること）を医師免許
証の写しで確認できることとする。 

 
１４ 留意事項エの「他の福祉的利用の用に供する施設」とは、法第３４条第１号又は同条第１４
号の規定により立地が認められる社会福祉施設をいう。 
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